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○
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
五
十
六
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二
十
六
条
第
二
十
三
項
（
同
条
第
三
十
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
著
し
く
資
す
る
住
宅
の
用

に
供
す
る
家
屋
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
及
び
同
条
第
二

十
四
項
（
同
条
第
三
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理

化
に
資
す
る
住
宅
の
用
に
供
す
る
家
屋
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に

定
め
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

１

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
第
二
十
三
項
（
同
条
第
三
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
著
し
く
資
す
る
住
宅
の
用
に
供
す
る
家
屋
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が

財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
家
屋
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す

る
。

一

居
住
用
家
屋
の
新
築
等
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
居
住
用
家
屋
の
新
築
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
家
屋

評
価
方
法
基
準
（
平
成
十
三
年
国
土
交

通
省
告
示
第
千
三
百
四
十
七
号
）
第
５
の
５
の
５
―
１

の
等
級
５
以
上
の
基
準
（
評
価
方
法
基
準
第
５
の
５
の

(3)
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５
―
１

ハ
に
規
定
す
る
結
露
の
発
生
を
防
止
す
る
対
策
に
関
す
る
基
準
を
除
く
。
）
及
び
評
価
方
法
基
準
第
５

(3)

の
５
の
５
―
２

の
等
級
６
以
上
の
基
準

(3)

二

既
存
住
宅
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
既
存
住
宅
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

評
価

方
法
基
準
第
５
の
５
の
５
―
１

の
等
級
５
以
上
の
基
準
（
評
価
方
法
基
準
第
５
の
５
の
５
―
１

ハ
に
規
定
す

(4)

(4)

る
結
露
の
発
生
を
防
止
す
る
対
策
に
関
す
る
基
準
を
除
く
。
）
及
び
評
価
方
法
基
準
第
５
の
５
の
５
―
２

の
等

(4)

級
６
以
上
の
基
準

２

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
第
二
十
四
項
（
同
条
第
三
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
資
す
る
住
宅
の
用
に
供
す
る
家
屋
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大

臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
家
屋
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

居
住
用
家
屋
の
新
築
等
に
係
る
家
屋

評
価
方
法
基
準
第
５
の
５
の
５
―
１

の
等
級
４
以
上
の
基
準
（
評
価

(3)

方
法
基
準
第
５
の
５
の
５
―
１

ハ
に
規
定
す
る
結
露
の
発
生
を
防
止
す
る
対
策
に
関
す
る
基
準
を
除
く
。
）
及

(3)

び
評
価
方
法
基
準
第
５
の
５
の
５
―
２

の
等
級
４
以
上
の
基
準

(3)

二

既
存
住
宅

評
価
方
法
基
準
第
５
の
５
の
５
―
１

の
等
級
４
以
上
の
基
準
（
評
価
方
法
基
準
第
５
の
５
の
５

(4)

―
１

ハ
に
規
定
す
る
結
露
の
発
生
を
防
止
す
る
対
策
に
関
す
る
基
準
を
除
く
。
）
及
び
評
価
方
法
基
準
第
５
の

(4)

５
の
５
―
２

の
等
級
４
以
上
の
基
準

(4)
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


